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２０２４年１月２５日 

株式会社東京証券取引所 

上 場 部 

 

監理銘柄（確認中）の指定について 

  

下記のとおり、監理銘柄（確認中）に指定することにしましたので、お知らせします。 

 

記 

 

 １． 銘 柄 株式会社タカキュー 株式 

（コード：８１６６、市場区分：スタンダード市場） 

   

 ２． 監 理 銘 柄 

（ 確 認 中 ） 

指 定 期 間 

２０２４年１月２５日（木）から当取引所が上場廃止基準に該当するかど

うかを認定した日まで 

   

  理 由 

（関連条項） 

株式会社地域経済活性化支援機構（以下「ＲＥＶＩＣ」という。）が再生

支援決定を行った会社が、改善期間内に上場維持基準に適合しない場合に

該当するおそれがあるため 

（有価証券上場規程施行規則第７１９条第５項第１号ｂ） 

   

 ３． 理 由 の 詳 細  株式会社タカキュー（以下「同社」という。）は、２０２２年２月期に

おいて、債務超過の状態となったため、２０２２年３月１日から２０２４

年２月２９日までの上場廃止基準における改善期間（注）に該当している

ところ、本日、ＲＥＶＩＣが再生支援決定を行ったこと及び改善期間内に

上場維持基準に適合しない見込みであることを開示しました。そのため、

改善期間内に上場維持基準に適合しない場合、同社株式は上場廃止となる

ことから、当取引所は、同社株式について上場廃止となるおそれがあると

認め、監理銘柄（確認中）に指定します。 

 なお、同社はＲＥＶＩＣによる再生支援決定に基づく事業の再生によ

り、純資産の額が正の状態となるための計画をしています。今後、同社か

ら有価証券上場規程施行規則第７１９条第４項の規定により適用する第５

０１条第９項に規定する再建計画並びに同項第１号ｄ及び第２号に規定す

る書面の提出があった場合、当取引所は同計画が適当と認める場合に適合

するかどうかの審査を実施します。当取引所が適当と認めた場合、上場廃

止基準における改善期間を同社の再建計画に基づき「当取引所が適当と認

める期間」とし、同社株式について監理銘柄（確認中）の指定を解除しま

す。 
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（注） 有価証券上場規程令和４年４月４日改正付則第２条第９項の規定により、猶予期間に該

当した日から新市場区分の上場廃止基準における改善期間に該当していたものとして取り

扱います。 

また、同社は２０２２年２月期末において債務超過の状態となりましたが、新型コロナ

ウイルス感染症の影響に起因するものと認められたことから、改善期間は２年間となって

います。 

 

以   上 


